
議 案 第 ８ ７ 号

亀 山 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定

め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀山市条例第   号

亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例

亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年亀山市条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加え

る。

改正後 改正前

（職員）

第１０条 ［略］

２ ［略］

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を

修了したものでなければならない。

（１） 保育士（三重県が法第１８条

の２７第１項に規定する認定地方公

共団体である場合には、保育士又は

三重県の区域に係る法第１８条の

（職員）

第１０条 ［略］

２ ［略］

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項

の指定都市若しくは同法第２５２条の

２２第１項の中核市の長が行う研修を

修了したものでなければならない。

（１） 保育士の資格を有する者



２９に規定する地域限定保育士）の

資格を有する者

（２）～（１０） ［略］

４及び５ ［略］

（虐待等の禁止）

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。

（２）～（１０） ［略］

４及び５ ［略］

（虐待等の禁止）

第１２条 放課後児童健全育成事業者の

職員は、利用者に対し、法第３３条の

１０各号に掲げる行為その他当該利用

者の心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


